
介護予防・日常生活支援総合事業について

令和５年

健康福祉局高齢在宅支援課

介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務研修



介護保険制度とは
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平成12年（2000年）４月からスタート

介護が必要な状態になっても、できる限り自宅や住
み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう、真
に必要な介護サービスを統合的・一体的に提供する
しくみ

総合事業の始まり

平成26年６月「改正介護保険法」の成立により、
介護予防給付が地域支援事業へ移行（平成27年４
月施行）

平成28年１月から、横浜市で総合事業が開始



介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）より
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<改正前> <改正後>

23％

27％

38.5％

19.25％

19.25％

23％



介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン（概要）より
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総合事業の構成
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横浜市の介護予防・生活支援サービス事業一覧

サービス 事業概要

指
定
事
業
者
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス

横浜市訪問介護相当サービス
（従前相当）

専門的なサービスが必要と認められる場合に提供するサー
ビスとして、旧介護予防訪問介護に相当するサービス（訪
問介護員等によるサービス）を実施します。

横浜市訪問型生活援助サービ
ス（サービスＡ）

必ずしも専門的なサービスが必要でない方に、訪問介護員
等に加えて、一定の研修修了者が生活援助を行います。

横浜市通所介護相当サービス
（従前相当）

専門的なサービスが必要と認められる場合に提供するサー
ビスとして、旧介護予防通所介護に相当するサービス（通
所介護事業者の従事者によるサービス）を実施します。

補
助
事
業

横浜市訪問型支援（サービス
Ｂ）

住民主体のボランティア等が定期的にご自宅に訪問し、買
い物や掃除、洗濯、調理など、日常生活の支援を行います。

横浜市通所型支援（サービス
Ｂ）

住民主体のボランティア等が行う地域のサロンなどで、体
操や趣味の活動など介護予防につながる活動に参加できま
す。

横浜市配食支援（その他の生
活支援サービス）

住民主体のボランティア等が定期的にご自宅に訪問し、栄
養改善を目的とした配食などを行います。

横浜市見守り支援（その他の
生活支援サービス）

住民主体のボランティア等が定期的にご自宅に訪問し、安
否確認や見守りを行います。

横浜市訪問型短期予防サービス
（サービスＣ）

早期介入による閉じこもり予防・改善、社会参加の促進、
介護予防を目的に、区福祉保健センターの看護師、保健師
が３～６か月の短期間、訪問して支援を行います。本人の
状態にあわせて、運動機能の維持改善や健康管理のための
支援、地域の通いの場等多様なサービスへの参加支援など
を行います。



高齢者の自立支援のためには…
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介護保険サービスなどの専門職によるサービスだけではなく、
「多様な主体による」重層的な生活支援、介護予防、社会参加の機会
（地域とのつながり）があることが重要です。

介護・医療などの
各種専門機関

専門職

近所

地域のボランティア
団体

友人

民間企業

ＮＰＯ等

地域にある様々な資源を『把握する・繋げる・はぐくむ』のが、
総合事業 と 生活支援体制整備事業です。



今まで 現在

太郎さん

要支援１・２
（全国一律の介護保険サービス）

介護事業所のみ

自立

予
防
給
付

介
護
予
防
事
業

要支援１・２・事業対象者

介護事業所介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

したいことは
少しずつ違う
のにサービス
は一律・・・

一
般
介
護
予
防
事
業

今までのような専門的
なサービスが必要

必ずしも専門的なサー
ビスでなくてもいいけ
ど必要

地域のサロンで皆と活
動すればしたいことが
続けられる

65歳以上の全ての高齢者

地域のサロンなど
（NPO等が運営）

したいことを支
援できるように
多様な主体に
よるサービス

・介護予防訪問介護
・介護予防通所介護

・訪問介護相当サービス
・通所介護相当サービス

…etc

元気な方

要支援・要介護に
なりそうな方 二次予防事業

一次予防事業

様々な健康づくり

・介護予防・生活支援
サービス補助事業
（サービスＢ）

花子さん 一郎さん

太郎さん

花子さん

一郎さん
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7
出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「地域包括ケアシステムの構築に資する新しい介護予防・日常生活支援総合事業等の推
進のための総合的な市町村職員に対する研修プログラムの開発及び普及に関する調査研究事業 報告書」（平成28年度 厚生労働省老人
保健事業推進費等補助金）に追記

「できなくなっていること」を補う

のではなく・・・
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出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「地域包括ケアシステムの構築に資する新しい介護予防・日常生活支援総合事業等の推
進のための総合的な市町村職員に対する研修プログラムの開発及び普及に関する調査研究事業 報告書」（平成28年度 厚生労働省老人
保健事業推進費等補助金）に追記

「したいこと」「今できていること」
を続けられるように支援する

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていくために、

ことが大切です。



総合事業 ・生活支援体制整備事業
地域にある様々な資源を『把握する・繋げる・はぐくむ』

出所）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社「地域包括ケアシステムの構築に資する新しい介護予防・日常生活支援総合事業等の推
進のための総合的な市町村職員に対する研修プログラムの開発及び普及に関する調査研究事業 報告書」（平成28年度 厚生労働省老人
保健事業推進費等補助金）に追記

自立に向けた介護予防ケアマネジメント
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１ 介護予防・生活支援サービス事業対象者及び利用手続

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援１・２、事業対象者となります。

○介護予防サービス

・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防福祉用具貸与 など

○地域密着型介護予防サービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業

【訪問型サービス】

・横浜市訪問介護相当サービス

・横浜市訪問型生活援助サービス

・横浜市訪問型支援

・横浜市訪問型短期予防サービス

【通所型サービス】

・横浜市通所介護相当サービス

・横浜市通所型支援

【生活支援サービス】
・横浜市配食支援
・横浜市見守り支援

○一般介護予防事業
（※すべての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

（元気づくりステーション）

・地域リハビリテーション活動支援事業

利
用
者

区
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
相
談

認
定
調
査

医
師
の
意
見
書

要
介
護
認
定 要支援１・要支援２

非該当

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

○その他

（※すべての高齢者が利用可）

・住民主体のミニデイサービス

・介護予防グループ
一般高齢者

要介護１
～

要介護５

事業対象者

変更なし

総
合
事
業

要
介
護
認
定
申
請

予
防
給
付

予防給付のみ

予防給付

総合事業のみ

総合事業

総合事業
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２ 『事業対象者』について
基本チェックリスト（※）で事業対象者の基準に該当し、
『介護予防ケアマネジメント依頼届出書』を区役所へ提出することで『事業対象者』となります。

３ 基本チェックリストについて
基本チェックリストは、必ずしも認定を受けなくても、ケアマネジメントを実施することで、

必要なサービスを事業で利用できるよう、相談窓口において本人の状況を確認するツールです。
本市では、平成28 年10 月より市内全域で活用しています。

４ 基本チェックリストの実施主体
(1) 地域包括支援センター

原則、３職種対応します。※予防プランナーでも可
(2) 区役所

原則、保健師及び社会福祉職で対応します。

◆基本チェックリストの基本的な考え方◆
初めて介護保険サービス（給付・総合事業とも）を利用しようとする

方には、原則として活用していません。
初回認定時は介護保険認定申請をご案内します。

【基本チェックリスト活用を検討する主な対象者】
(１) 要支援１・２の方で介護保険の更新申請の際に、以下の項目に

該当する方
□65 歳以上
□必要なサービスが「サービス事業のみ」で、 5,032単位以内
□当面の間、予防給付のサービスを利用する見込みがない
□介護保険制度以外の行政・民間サービス等で、要支援認定を

受けていないと利用できないサービス等の利用していない
□基本チェックリストによる手続きを希望

(２) 区高齢・障害支援課または地域包括支援センターが必要と判断した方

※ 参考：基本チェックリスト
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第８期 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
計画期間：2021年度 ～ 2023年度 （令和３年度～５年度）

自立を支援するための介護予防ケアマネジメントの推進

○ 介護予防ケアマネジメントは「高齢者が要介護状態になることをできるだけ
防ぐ（遅らせる）」、「要支援・要介護状態になってもその悪化をできる限り防
ぐ」ことを目的に、高齢者自身が地域で自立した日常生活を送れるよう支援し
ます。

○ 高齢者自身が地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することが介護予
防につながることから、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような
居場所に通うなど「心身機能」、「活動」、「参加」にバランスよくアプローチしま
す。

○ 活動性の高い生活を維持するためには、要支援者等の状態に合わせて介
護保険サービスを提供するだけでなく、地域資源も含めた多様な支援サービ
スを組み合わせ、本人の状況変化に応じて支援します。

○ 本人の思いを引き出し、本人の自立性を高める支援を行います。

○ 地域包括支援センター等が、これらの介護予防ケアマネジメントを実践でき
るように取り組みます。
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ご清聴ありがとうございました。
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